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県
か
ら
市
へ
権
限
移
譲

10
月
か
ら
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
窓
口
が

本
庁
市
民
課
窓
口
に
な
り
ま
す

福祉分野
母子福祉資金および寡婦
福祉資金の貸し付け決定
のための調査

申請書の受理、書類の進達、
借用証書の送付

児童家庭課
☎0187-63-1111

内線 150

衛生分野

墓地等の経営の許可
経営・変更・廃止の許可、都
市計画事業等による新設の届
け出、工事完了の届け出

環境課
☎0187-63-1111

内線 277

興行場の経営の許可 経営の許可、変更・承継・廃
止の届け出

公衆浴場の経営の許可 経営の許可、変更・承継・廃
止の届け出

クリーニング所開設の届
け出の受理 開設・変更・承継・廃止の届け出

理容所開設の届け出の受理 開設・変更・承継・廃止の届け出
美容所開設の届け出の受理 開設・変更・承継・廃止の届け出
畜舎および家きん舎にお
ける動物の飼養等の許可

飼養等の許可、動物の種類等
の届け出、変更・廃止の届け出

専用水道布設工事の設計
の確認

設置工事申請（新設）、設置
届（増設等により当該水道に
該当することになったとき）、
変更・廃止届、技術管理者設
置等届、水質検査の実施届、
業務委託等届

    上水道課
☎0187-63-1111

内線 125

簡易専用水道の改善の指示 設置・変更・廃止届

小規模水道事業の経営の
認可

認可申請、給水開始届、変更・
中止・廃止の届け出、水質検
査実施届

金谷ポンプ場
☎0187-62-3011

商工業分野
大規模小売店舗の立地法
に関する届け出の受理

新設・変更・廃止・承継の届
け出

商業労政課
☎0187-63-1111

内線 252
工場立地法に関する特定
工場の届け出の受理

新設・変更・承継・廃止の届
け出

企業対策室
☎0187-63-1111

内線 258
採石業者の登録 登録の申請、変更・承継・廃

止の届け出

岩石の採取計画の認可 認可・変更認可の申請、変更・
休止・廃止の届け出

まちづくり分野
沿道・沿線地域等におけ
る行為の届け出の受理

秋田県の景観を守る条例第８
条行為（変更）届け出　　　

都市計画課
☎0187-66-4908

土地区画整理事業の施行
地区内における建築行為
等の許可

土地区画整理法第76条に基
づく許可申請

都市計画区域内における
路外駐車場の設置等の届
け出の受理

駐車場法第12条に基づく届け
出（設置・変更・廃止）、路外
駐車場管理規定の届け出（変更）

特定路外駐車場の設置等
の届け出の受理

バリアフリー新法第12条に
基づく（設置・変更）の届け出

都市計画区域内における
開発行為の許可

都市計画法第29条許可申請、
工事完了検査および検査済証
の交付、工事完了公告の告示

都市計画施設の区域内にお
ける建築物の建築の許可

都市計画法第53条に基づく
許可申請

都市計画区域内の土地の
譲渡等に係る届け出の受理

公有地の拡大の推進に関する
法律第４条に基づく届け出

土地に関する権利の移転
および設定後における利
用目的等の届け出の受理

土地売買等の届け出、「土地
月間」時に土地取引届出制度
の概要を告知（例年10月）

大
仙
市
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こ
れ
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よ
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く
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口
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今
年
度
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大
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れ
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介
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ま
す
。

４月から市で
窓口業務を行っているもの

ワンストップ化で
パスポート取得が便利に

権限移譲による窓口業務　（左から業務・業務内容・担当課）

【骨関節結核その他の結核にかかっている児
童に対する療育の給付の決定】
業務内容／申請の受理・審査、給付の決定、療
育券の発行、継続・変更の承認
担当課／児童家庭課☎ 0187-63-1111内線 129

【生活関連施設に対するバリアフリー適合証
の交付】
業務内容／適合証の交付、新築等協議、工事完
了の届け出および完了検査
担当課／建築住宅課☎0187-63-4909

　県からの権限移譲により10月１日から本庁市
民課でパスポートの申請・交付を行います。こ
れまでは市役所で戸籍を受け取ってから県の機
関で申請を行っていたものが、本庁の市民課で
まとめて行うことができます。
　なお、県庁窓口・地域振興局での手続きはで
きなくなりますので、注意ください。
対象／大仙市に住民登録をしている方（本籍地
が市外にある方は本籍地で戸籍を取得後、申請）
業務内容／申請受理・交付、訂正申請受理・交付、
査証欄の増補申請受理交付、紛失等の届け出受理
担当課／本庁市民課☎0187-63-1111内線 130




